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あ き る 野 市 教 育 委 員 会 ７ 月 定 例 会 会 議 録

１ 開 催 日 令和７年７月２９日（火）

２ 開 催 時 刻 午後２時００分

３ 終 了 時 刻 午後２時１５分

４ 場 所 あきる野市役所 ５階 ５０５会議室

５ 日 程 日程第 １ 議案第 ９号 あきる野市教育委員会事案決定規程の

一部改正について

日程第 ２ 報告事項（１）令和８年度使用特別支援学級教科用図

書について

日程第 ３ 教育長及び教育委員報告

６ 出 席 委 員 教 育 長 丹 治 充

教育長職務代理者 小 西 フミ子

委 員 坂 谷 充 孝

委 員 岡 部 秀 敏

委 員 田 島 弘 之

７ 欠 席 委 員 なし

８ 事務局出席者 教 育 部 長 鈴 木 将 裕

指 導 担 当 部 長 三 品 孝 之

生涯学習担当部長 遠 藤 文 寛

教 育 総 務 課 長 木 村 紋 子

教育施設担当課長 坂 本 雅 典

学校給食センター建設準備担当課長 和 田 達 也

学 校 給 食 課 長 田 倉 崇 史

生涯学習推進課長 石 川 尚 昭

図 書 館 長 青 木 邦 彰

スポーツ推進課長 一 瀬 秀 和

指 導 主 事 近 藤 壮一郎

指 導 主 事 貝 賀 健 史

９ 事務局欠席者 指 導 担 当 課 長 佐 藤 宗一郎
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開会宣言 午後２時００分

教育長（丹治 充君）

皆さん、こんにちは。今朝から激しい暑さでありますが、今夏は例年に増して酷暑が続

きそうだという予想であります。どうぞ健康管理には十分にご留意いただきたいと思いま

す。

それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和７年あきる野市教育委員会７月定

例会を開会いたします。

本日は教育委員全員が出席しており、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４

条第３項に規定する定足数に達しておりますので、会議は成立しております。

事務局では、佐藤指導担当課長が欠席しております。

それでは、議事日程に従って会議を進めてまいります。

初めに、議事録署名委員については、小西委員と田島委員を指名します。

それでは、議事に入ります。

日程第１ 議案第９号あきる野市教育委員会事案決定規程の一部改正についてを上程し

ます。

それでは、説明を教育部長にお願いします。

教育部長。

教育部長（鈴木将裕君）

それでは、議案第９号あきる野市教育委員会事案決定規程の一部改正について説明いた

します。

提案理由ですが、行政文書等を保管する保存倉庫の稼働率が１００％に達することを見

据え、今般電子的に文書の収受、決裁、保存、廃棄処理等を行うことができる文書管理シ

ステムを導入、運用を開始していることから、現行の事案決定規程を当該システムの仕様

に合うよう一部改正する必要が生じたため、委員会の承認を求めるものでございます。

改正内容は資料のとおりであり、規程の施行日は令和７年８月１日となります。

なお、改正後のあきる野市教育委員会事案決定規程の規定は、改正後の規程施行日以後

に作成する起案文書について適用し、同日より前に作成したものについては、従前の例に

よるものといたします。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

教育長（丹治 充君）

説明が終わりました。

これから質疑に入ります。何か質問などはございますか。

いかがですか。よろしいですか。

《なし》

教育長（丹治 充君）

質問等がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

日程第１ 議案第９号あきる野市教育委員会事案決定規程の一部改正についてお諮りい
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たします。原案のとおり承認することに異議はございませんか。

《異議なし》

教育長（丹治 充君）

異議なしと認めます。

日程第１ 議案第９号あきる野市教育委員会事案決定規程の一部改正については、原案

のとおり承認されました。

続きまして、日程第２ 報告事項（１）令和８年度使用特別支援学級教科用図書につい

て、報告者は説明をお願いいたします。

指導担当部長

指導担当部長（三品孝之君）

それでは、令和８年度に知的障害特別支援学級で使用します教科用図書につきまして報

告いたします。

あきる野市公立学校特別支援学級使用教科用図書選定要綱に基づき、知的障害特別支援

学級を設置している６つの小学校及び中学校に、校長を委員長、副校長を副委員長、特別

支援学級担任教員を委員とする教科用図書調査委員会を設置して、各学校の特別支援学級

で使用する教科用図書に関する調査研究を行いました。この報告について、令和７年６月

１６日に行われました特別支援学級使用教科用図書選定資料審議会で審議されました。

その結果、令和８年度に使用する教科用図書は、全ての知的障害特別支援学級で全教科

において文部科学省検定済み教科用図書を使用するという調査結果の報告がありました。

文部科学省検定済み教科用図書は、年間を通して系統的な指導に使用できること、特別支

援学級の児童・生徒へ当該学年の指導及び下学年の指導に立ち戻っての指導に役立てるこ

とができること、通常の学級との交流及び共同学習でも活用できるという点が評価され、

文部科学省検定済み教科用図書の使用が妥当であると審議され、本日の教育委員会への報

告となりました。

つきましては、教育委員会への報告をもってご承認いただきますよう、よろしくお願い

いたします。

教育長（丹治 充君）

説明が終わりました。

これから質疑に入ります。何か質問等ございましたらお願いいたします。よろしいです

か。

《なし》

教育長（丹治 充君）

それでは、ないようですので、本件は報告として賜りました。

続きまして、教育長及び教育委員報告に入ります。

それでは、私から１つだけ報告いたします。

お手元の報告書にございますように、７月２４日午後７時から青少年問題協議会が開催

されました。本委員会には教育委員のお二人も参加されております。このたびの議題の一

つには、教育委員会生涯学習推進課より、青少年健全育成重点目標に関わる取組の報告を

させていただきました。



- 4 -

また、青少年を取り巻く本市の状況等につきまして、五日市警察署、福生警察署、それ

からこの管区内事件の発生事案状況についてお話があった中で、昔ありましたおやじ狩り

がまたここのところで事件があったり、あるいはバイクの窃盗関連、そして暴力行為、補

導件数の増加について、また、立川児童相談所から教育相談や子どもの居場所づくり等に

ついて報告をいただきました。さらに、小中それから今年度は高校のそれぞれの校長先生

から、いじめ防止、ふれあい月間あるいは道徳授業公開講座の実施につきまして報告があ

りました。

また、インターネットを通じたＳＮＳによる未成年誘拐や盗撮、性暴力等について及び

校内のＳＮＳの使用禁止措置や東京ルール励行について指導徹底を図っているという報告

が五日市高校からもございました。この東京ルールについては、時刻を決めてスマホを使

ったり、スマホは使わない日を設定したり、あるいはフィルタリングを必ずかけることで

あったり、個人情報は載せないということ、そして送信前に相手の気持ちを考えて読み返

そうというルールです。これらの取組等について報告がありました。

私からは以上であります。

教育委員の先生方。

委員（岡部秀敏君）

では、１点。

教育長（丹治 充君）

岡部委員。

委員（岡部秀敏君）

田島委員も一緒に見学をしたのですが、一の谷小の道徳授業の地区公開講座、一の谷小

以外でも工夫されて行われておりますが、今回は保護者と６年生の児童の懇談のような形

式で何グループかに分けて授業を行うという形の工夫をされていました。学校現場では、

子供たちの道徳的な要素を高めるために、いろいろな工夫をしているのだなと改めて思い

ました。

以上です。

教育長（丹治 充君）

ありがとうございます。

そのほかございますか。

田島委員。

委員（田島弘之君）

私からは２点です。

１９日にありました子どもすもう大会、参観させていただきました。低学年、中学年、

高学年とも本当に熱戦が繰り広げられて、体の小さいお子さんでも自分より大きなお子さ

んを投げる場面も見ることができたりして歓声が上がっていました。感動する場面を見る

ことができました。

それから、もう一つ、翌日にありました夏期巡回のＮＨＫのラジオ体操があきる野にお

いて３０周年ということで実施できたのですが、当日私もその場にいてラジオ体操してい

たので、ラジオは聴けなかったのですが、最近は後で聞き直しができるシステムがあり聴
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いてみました。みんなよく元気な声を出して挨拶をし、それからちょっと歌が小さいのか

なと思いつつも、この中に自分の声も入っているのだなとか、そんな余計なことまで考え

ながら楽しむことができました。ありがとうございました。

教育長（丹治 充君）

ありがとうございました。

質問等も含めて何かありましたら、よろしいですか。

《なし》

教育長（丹治 充君）

質問等がないようですので、教育長及び教育委員報告は終了いたします。

最後に、事務局から今後の日程等についてご案内をお願いいたします。

教育総務課長。

教育総務課長（木村紋子君）

それでは、今後の日程等についてご案内をさせていただきます。

７月３１日木曜日、東京都市教育長会研修会が東京自治会館で開催されます。

８月５日火曜日、有識者によるあきる野市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価を行います。

次回８月の定例会でございますが、８月１５日金曜日、午後２時から、５０５会議室で

開催いたします。

私からの案内は以上となります。

教育長（丹治 充君）

そのほかありますか。

《なし》

教育長（丹治 充君）

なければ、それでは以上をもちまして、あきる野市教育委員会７月定例会を終了いたし

ます。

閉会宣言 午後２時１５分


